
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 ご自宅やオフィスなどから申告手続きが簡単にできます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Tax で  

寄附金控除の確定申告！ 
 

最高 4,000 円の税額控除（平成 23 年分）！ 
 
源泉徴収票や寄附金の領収書等の提出省略！ 

  （注：ご自宅等に５年間保存してください） 

還付金がスピーディー！ 

作成後 e-Tax で 

送信すると 

更に 

便利！ 
簡単！ ｽﾑｰｽ！ に 

 個人の方が義援金等を支出した場合には、翌年に確定申告を行うことで、所得税が還付され

る場合がありますが、毎年、確定申告期には税務署が大変混雑します。 

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、税務署に出向くことな

く申告書を作成することができます。 

 ぜひご利用ください！ 

平成 24 年 1 月 公益社団法人福知山納税協会・福知山税務署 
＊このマニュアルは、公益社団法人福知山納税協会のホームページにも掲載しています。

（http://www.nk-net.co.jp/fukutiyama/） 

 

 

http://www.nk-net.co.jp/fukutiyama/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

なお、このパンフレットは、 

①平成 23 年分用のシステムに基づき解説しています。 

 

②年末調整済みの給与所得のみで、かつ、寄附金控除及び電子申告等特別控除を適用する方 

を対象に作成しています。 

 

 

 

 

 

上記「必要なもの」を揃えていただいた後の申告書作成の流れは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

電子証明書 

IC カードリーダライタ 

e-１ e-Tax での確定申告に必要なもの 
 

(P4) 「３ 電子証明書の交付を受ける」を参

照してください。 

(P2) 「２ 対象となる寄附金（義援金）とは」

をご確認ください。 

(P6) 「４ IC カードリーダライタの購入とセ

ッティング」を参照してください。 

インターネットに接続されたパソコン 
WindowsXP 以上又は MacOS 10.5 以上のパソコ

ンをご使用ください。 

平成23 年分の給与所得の源泉徴収票 
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寄附金の領収書等 

申告書作成の流れ 
 

 

IC ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞﾗ

ｲﾀの使用準備 

（ﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝ

ｽﾄｰﾙ等） 

 

確定申告

書等作成

コーナーへ

ログイン 

 

事前準備 

パソコンの設

定や電子証明

書の登録等 

 

申告書

作成 

金額の入

力・自動

計算 

 

申告書の

送信・印刷 

・送信後の

確認 

還付 

送信後、約３

週間で還付

されます 

４ 

項目 

番号 
５ ５ ６ ７ ８ ９ 



 

 

 

寄附金（義援金）の合計額が 2,000 円を超える場合、寄附金控除の対象となります。 

対象となる義援金は、下記（国税庁ホームページから抜粋）のとおりです。 

詳しくは同ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

e-２ 対象となる寄附金（義援金）とは 
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 【還付金等の計算例（概算）】 

 給与収入 300 万円、年末調整後の源泉徴収税額が５万円（税率５％）の方の例 

 

《寄附の状況》 

    平成 23 年１月に日本赤十字社に 5,000 円（義援金以外）を寄附   

平成 23 年５月に日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座に 10,000 円を寄附 

   

《寄附金控除額の計算》 

    5,000 円（震災関連以外の寄附金）＋10,000 円（震災関連寄附金）＝15,000 円（特定寄附金） 

    15,000 円―2,000 円＝13,000 円(寄附金控除額)  

   

《還付金等》  計  5,950 円 

13,000 円（寄附金控除額）×5% (所得税率) ＝   650 円（所得税還付額：寄附金控除部分） 

    電子申告を行った場合の追加還付額      4,000 円（ 〃：電子証明書等特別控除部分） 

    市・府民税への影響          約 1,300 円（寄附金控除額の 10％相当） 

   

《諸費用》   計  4,000 円 

電子証明書付住民基本台帳カード申請費用  1,000 円 

    IC カードリーダライタの購入費用       約 3,000 円 

＊IC カードリーダライタを職場などで共同購入されると、メリットは更に大きくなり 

ます。 

 

 

 

 

 

 必ずご本人が市役所で電子証明書が格納された「住民基本台帳カード」の交付申請を行って 

ください。注意事項は次のとおりです。 

  

 ＊交付対象は「日本国籍をお持ちの方」となります。 

 ＊住民基本台帳カードの有効期限は発行後 10 年間、電子証明書は３年間です。 

 

 
福 知 山 市  綾  部  市 

窓口 福知山市役所（本所）１階市民課  

及び各支所 

綾部市役所１階 市民・国保課 

 

受付時間 9 時～16 時 30 分 

 

e-３ 電子証明書の交付を受ける 
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福 知 山 市  綾  部  市 

 

申請時に必要 

なもの 

 

・運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳などから２点を 

お持ちください。なお、免許証等写真付きの本人確認書類をお持ち 

の方は、即日交付が可能です。 

・認印 

任意に用意す 

るもの 

・写真入りのカードを希望する場合は、パスポート用写真（カラー 

で縦 4.5×横 3.5cm）を１枚ご用意ください。  

発行に必要な 

手数料 

1,000 円 

（住民基本台帳カード発行費用 500 円 電子証明書申請費用 500 円） 

 

 

発行所要時間 

・福知山市役所（本所）では 

即日発行可能 約 30 分必要 

・各支所では即日発行不可 

即日発行可能 約 30 分必要 

 

適合する IC 

ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞﾗｲﾀ 

すべて可（接触型・非接触型） 

＊稀にパソコンとの相性が悪く動作しない場合がありますのでご 

注意ください。 

住民基本台帳 

カードの暗証 

番号 

数字４桁：申請時にご自身で設定を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

電子証明書の 

暗証番号 

英数字４桁以上 16 桁： 

申請時にご自身で設定を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

e-Tax の利用 

者識別番号の 

暗証番号 

 

 P6「５ 申告書の作成」以降で、利用者識別番号の発行及び暗証番

号の設定を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

申告に

必 要 

メモ： 

利用者識別番号（メモ）：        -        -        - 

e-Tax 暗証番号（メモ）： 

申告に

必 要 メモ： 
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IC カードリーダライタは「市役所で交付を受けた電子証明書」をパソコン側で読み取る装 

置です。 

 家電量販店で 2,500～3,000 円で販売されています。 

 購入した IC カードリーダライタのドライバをパソコンにインストールし設定する必要があ 

ります。 

 （IC カードリーダライタをパソコンに接続するだけで自動設定される機種もあります。） 

 IC カードリーダライタには、「接触型」と「非接触型」の２つがあり、福知山市及び綾部 

市が発行する電子証明書はいずれの機種も使用可能です。 

  

 

 

 

 

検索サイトで「国税庁」と入力し、国税庁ホームページのトップ画面を表示します。 

「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。 

 

 

「作成開始」をクリックします。 

 

e-５ 申告書の作成 ～国税庁ホームページから～ 
 

【ポイント】 

国税庁ホームページ

では、国税に関する様々

な情報、質疑事例等を掲

載しています。 

国税に関する手続き

や確認したいこと等が

ありましたらぜひご利

用ください。 

 

e-４ IC カードリーダライタの購入とセッティング 
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「e-Tax」を選択します。 

 

 

次にパソコン等が利用環境を満たしているか 

「環境確認」をします。 

下記のチェック項目について確認してください。 

初めて e-Tax をされる方は、必ず「事前セットアップ（下図矢印）」ボタンをクリック 

しインストール等をする必要があります。 

 

【ポイント】 

どうしても市役所に

電子証明書の交付申請

に行く時間がない・・・ 

 

左記の画面の右側の

「書面提出」を選択す

ることにより、申告書を

簡単に作成、プリント

アウトし提出すること

ができます。 

【ポイント】 

平 成 24 年 分 も

e-Tax で確定申告す

る場合 

 

 

毎年「事前準備セ

ットアップ」を実行

してください。 
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4,000 



 

 

 

e-Tax による確定申告を行うためには、「利用者識別番号」を取得する必要があります。 

矢印のボタンをクリックし、画面遷移に従い操作します。 

 

 

【画面遷移】 

①氏名等の全項目を入力したら「次へ」をクリックします。 

②郵便番号、住所を入力したら「次へ」をクリックします。 

③暗証番号等を入力したら「次へ」をクリックします。 

④「入力内容の確認」画面が表示されますので、確認の上、「印刷」「保存（任意）」「送信」 

します。 

  

 

e-６ 利用者識別番号の取得 
 

【ポイント】 

「納税用確認番号」と

は？ 

 

納税用確認番号は、申

告で納税することとなっ

た場合に、ネットバンキ

ングの口座を利用し電子

納税をする際に必要とな

ります。 

今回は還付申告の作成

ですが「任意の６桁の暗

証番号」と「納税用カナ

氏名」を入力しないと次

の操作に進めなくなりま

すので必ず入力してくだ

さい。 
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⑤送信すると「利用者識別番号」が即時に発行されます。 

「印刷」「保存」し「次へ」をクリックします。 

 

＊④⑤で印刷した情報はパスワード等が記載されており「重要」なものです。 

  取扱いにご注意ください。  

なお、P5 に「利用者識別番号」や「e-Tax の暗証番号」をメモなどし保管しておくと大 

変便利です。 

 

 

 

 

 引き続き画面の案内に従って、電子証明書を登録します。 

 【画面遷移】 

 ①利用者情報の内容確認画面が現れますので、住所等を再度確認の上「次へ」をクリック 

します。 

 ②「IC カードの準備」画面が表示されます。 

  認証局サービス名には「公的個人認証サービス」を選択します。 

③住民基本台帳カードをセットした IC カードリーダライタがパソコンに接続されている 

ことを確認し「次へ」をクリックします。 

 

e-７ 電子証明書の登録 
 

e-Tax の暗証番号 

利用者識別番号 
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 ④公的認証サービスのパスワードが要求されます。「電子証明書」のパスワードを入力し 

「OK」をクリックします。 

  

 

⑤画面を確認し「次へ」をクリックします。 

 

   

⑥「利用者識別番号」及び「e-Tax の暗証番号」を入力し、「次へ」をクリックします。 

 

   

⑦「受信通知確認」のボタンをクリックし、画面確認します。 

 
   

その後は、画面の指示に従い操作してください。「電子証明書の登録」が完了します。 
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平成 23 年分の給与所得の源泉徴収票、寄附金の領収書等をご準備ください。 

「所得税の確定申告書を作成」をクリックします。 

 

 

「年末調整済みの給与所得が１ヶ所の方」を選択します。 

 

 

 

「電子申告により税務署に提出する。」を選択し、「生年月日」を入力し次に進みます。 

 

 

 

e-8 確定申告書の作成 

【ポイント】 

給与以外に収入が

ある方（給与＋年金

等）は、「左記に該当

しない方」から申告

書を作成することが

できます。 
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源泉徴収票のフォームが表示されますので、お手元の源泉徴収票に従い入力します。 

入力が終了したら、矢印①の「寄附金控除」をクリックします。 

 

 

 

寄附金の領収書等に従い１件毎に入力します。 

２ヶ所以上ある場合は「もう１件入力する」をクリックし入力します。 

 

 

① 

② 

【ポイント】 

資料では寄附金控除

の説明をしていますが、

医療費控除をする場合

も簡単に該当のボタン

から作成できます。 

 e-Tax により医療費

控除の申告をする場合

は、医療費の領収証の提

出を省略（５年間自宅等

で保存が必要）すること

ができます。 
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次のページに続く 



 

 

 

 

「寄附金控除」の各欄に入力が終わりましたら、「入力終了（次へ）」をクリックします。 

 

 

 

 

次に P12 の矢印②の「電子証明書等特別控除」をクリックします。 

下図矢印のとおりクリックします。入力後、「入力終了（次へ）」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

電子証明書等特別

控除の金額は平成 23

年分では4,000円とな

っています。 

なお、平成 24 年分

では 3,000 円となり、

年々縮小されていま

す。 

同控除は平成 19 年

分以降の確定申告に

おいて１回のみ適用

可能です。 
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下の画面へ遷移しますので、入力内容及び計算結果を確認します。 

確認後、「確認終了（次へ）」をクリックします。 

 

 

 

住民税に関する事項について入力します。入力後「入力終了（次へ）」をクリックします。 

（大半の方は入力不要となります。画面上の説明でご確認ください。） 

 

 

次に住所、氏名等を入力します。 

更に還付金の受取金融機関、支店名、預（貯）金種類、口座番号を指定します。（本人名義 

口座に限る） 

入力後「入力終了（次へ）」をクリックします 
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次に「送信前の申告内容確認」をクリックすると、作成した申告書のイメージが表示され 

ますので内容を確認します。 

確認後、「次へ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

「送信準備」の画面が現れますので「利用者識別番号」を入力し、画面下「入力終了（次へ）」 

をクリックします。税理士等に関する入力欄以降については、入力の必要はありません。 

 

e-９ 確定申告書の送信・申告完了 
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「申告書送信」画面に遷移します。 

「公的個人認証サービス（①）」を選択し、「次へ（②）」をクリックします。 

 

 

「電子証明書のパスワード」が要求されますので入力してください。 

 
 

「電子証明書の内容確認」画面が表示されますので、確認後「次へ」をクリックします。 
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電子申告用データ送信の画面に遷移します。 

「利用者識別番号」及び「e-Tax の暗証番号」（①）を入力します。 

入力後、「送信（②）」をクリックします。 

 

 

申告が正常に国税庁に受信された旨の「即時通知（下図）」が表示されます。 

即時通知画面の右下にある「受信通知確認（③）」をクリックし、送信内容を確認します。 

 

 

受信通知を確認し、右図のようにスクロールしエラーの有無を確認します。 

確認後、「送信終了（次へ）」をクリックすると、「申告内容の確認（送信後）」画面に遷移し 

ます。 
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「印刷画面の表示」ボタンにより申告書を表示、印刷し｢申告書控」として書面で保存するこ 

とができます。 

（国税庁の受信日時などが表示されています）   

印刷後、「印刷終了（次へ）」をクリックします。 

 

 

 

「送信後の確認事項」画面が表示されますので、確認後「次へ」をクリックします。 
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最終画面が表示されます。 

より使い勝手の良いコーナーにするためアンケート（①）にご協力ください。 

画面最下部「入力データを保存する（②）」のクリックにより、作成したデータをパソ 

コン上の任意の場所に保存することができます。 

 終了ボタン（③）で終了します。 

 

 

 

税務署では受信後、約３週間で還付できるよう手続きしています。 

また、後日、源泉徴収票や寄附金の領収書等の提示をお願いする場合がありますので、 

申告後 5年間は、「確定申告証拠書類」としてご自宅に保管してください。 

 

24 年分以降も、引き続き e-Tax をご利用いただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上で申告の手続きは終了です。 

 

～メモスペース～ 
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